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(57)【要約】
【課題】　それぞれの被写体が撮影枚数だけではなく様
々な構図で万遍なく撮影されることを実現する撮像装置
を提供する。
【解決手段】　画像データに基づいて被写体情報を取得
する取得工程と、前記被写体情報に応じて、撮影動作を
実行する際の構図を決定する決定工程と、過去の撮影の
構図情報を含む撮影情報を記憶する記憶工程と、を有し
、前記決定工程では、前記記憶工程により記憶された過
去の撮影情報と、前記被写体情報に応じて撮影動作を実
行する際の構図を決定する。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮像して画像データを出力する撮像手段と、
　前記画像データに基づいて被写体情報を取得する取得手段と、
　前記被写体情報に応じて、撮影動作を実行する際の構図を決定する決定手段と、
　過去の撮影の構図情報を含む撮影情報を記憶する記憶手段と、を有し、
　前記決定手段は、前記記憶手段に記憶された過去の撮影情報と、前記被写体情報に応じ
て撮影動作を実行する際の構図を決定することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記決定手段により決定された構図に対象被写体が収まるように前記撮像手段のパン制
御量及びチルト制御量及びズーム制御量の少なくともいずれか１つを算出する算出手段と
、
　前記算出された制御量に応じて、前記撮像部の向きとズーム倍率の少なくともいずれか
を変更する駆動制御手段と、を有することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記算出手段は、過去に撮影した人物の顔サイズに応じて、前記制御量を算出すること
を特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記撮影情報には、撮影時間と撮影場所の少なくともいずれかが含まれ、
　前記決定手段は、前記記憶手段に記憶された過去の撮影情報の参照範囲を、撮影時間と
撮影場所の少なくともいずれかに基づいて決定することを特徴とする請求項１乃至３のい
ずれか一項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　撮影シーンを認識する認識手段を更に有し、
　前記決定手段は、前記認識手段により認識された撮影シーンに変化があった場合、シー
ン変化の前と後で、前記記憶手段に記憶された過去の撮影情報の参照範囲を変更すること
を特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記記憶手段に記憶される過去の撮影情報として、動画、静止画及び動画カメラワーク
種別の少なくともいずれかを含むことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載
の撮像装置。
【請求項７】
　前記記憶手段は、撮影動作により画像データを記録するタイミングで、過去の撮影情報
を記憶することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記撮影動作による画像データの記録は、重要シーンと判断された場合には、複数回、
行われることを特徴とする請求項７に記載の撮像装置。
【請求項９】
　過去の撮影で記録された画像データにおける被写体、被写体の表情、構図の少なくとも
いずれかの出現する頻度からユーザの好みを学習する学習手段を更に備え、
　前記重要シーンの判断は、前記学習手段からユーザの好みのシーンと判断されることに
より行われることを特徴とする請求項８に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　被写体を撮像して画像データを出力する撮像手段を有する撮像装置の制御方法であって
、
　前記画像データに基づいて被写体情報を取得する取得工程と、
　前記被写体情報に応じて、撮影動作を実行する際の構図を決定する決定工程と、
　過去の撮影の構図情報を含む撮影情報を記憶する記憶工程と、を有し、
　前記決定工程では、前記記憶工程により記憶された過去の撮影情報と、前記被写体情報
に応じて撮影動作を実行する際の構図を決定することを特徴とする撮像装置の制御方法。



(3) JP 2021-57816 A 2021.4.8

10

20

30

40

50

【請求項１１】
　請求項１０に記載の制御方法の各工程をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のプログラムを記憶した記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置における自動撮影技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ユーザが撮影指示を与えることなく定期的および継続的に撮影を行う自動撮影カ
メラが開発され実用化が進んでいる。
【０００３】
　このような自動撮影カメラにおいては、特定の人物に偏らず、すべての人物を万遍なく
撮影し、画像データとして記録されることが望まれる。例えば、それぞれの人物が万遍な
く撮影される調整技術が特許文献１に記載されている。特許文献１では、取得した画像デ
ータから被写体を検出し、検出される被写体ごとに個人認識処理を実行して、個人識別情
報を得るように構成されている。そして、個人識別情報により識別される個人としての被
写体ごとの画像データの記録が実行された回数を示す個人記録回数情報を保持し、個人記
録回数に基づいて、他の被写体が検出されるべき状態に遷移すべきであるか否かを判別す
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－３０１６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記の手法では、同じ被写体ばかり撮影しないように撮影される被写体
の撮影枚数の偏りを改善することは可能であるが、同一被写体については同じような画角
の画像データばかり撮影されることが発生しうる。
【０００６】
　そこで、本発明は、それぞれの被写体が撮影枚数だけではなく様々な構図で万遍なく撮
影されることを実現する撮像装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の技術的特徴として、被写体を撮像して画像データを出力する撮像手段を有する
撮像装置の制御方法であって、前記画像データに基づいて被写体情報を取得する取得工程
と、前記被写体情報に応じて、撮影動作を実行する際の構図を決定する決定工程と、過去
の撮影の構図情報を含む撮影情報を記憶する記憶工程と、を有し、前記決定工程では、前
記記憶工程により記憶された過去の撮影情報と、前記被写体情報に応じて撮影動作を実行
する際の構図を決定することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、それぞれの被写体が撮影枚数だけではなく様々な構図で万遍なく撮影
されることを実現する撮像装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の撮像装置の一実施形態であるカメラの外観を模式的に示す図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る回転軸定義の説明図である。
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【図３】本発明の第１の実施形態に係る撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る自動撮影処理を説明するフローチャートである。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る第一の撮影前構図調整を説明するフローチャート
である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る第二の撮影前構図調整を説明するフローチャート
である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る構図パターンを示す図である。
【図８】本発明の第１の実施形態に係る第一の撮影前構図調整による構図設定例を説明す
る図である。
【図９】本発明の第１の実施形態に係る過去履歴格納部に格納した情報の例を説明する図
である。
【図１０】本発明の第１の実施形態に係る第二の撮影前構図調整による構図設定例を説明
する図である。
【図１１】本発明の第１の実施形態に係る過去履歴格納部に格納した情報の２つ目の例を
説明する図である。
【図１２】本発明の第２の実施形態に係る撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図１３】本発明の第２の実施形態に係る参照範囲が限定された第二の撮影前構図調整を
説明するフローチャートである。
【図１４】本発明の第２の実施形態に係る過去履歴格納部に格納した情報の例を説明する
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に、本発明の好ましい実施の形態を、添付の図面に基づいて詳細に説明する。
【００１１】
　［第１の実施形態］
　＜カメラの構成＞
　図１は、本発明の撮像装置の一実施形態であるカメラの外観を模式的に示す図である。
図１に示すカメラ１００には、電源スイッチ、カメラ操作を行うことができる操作部材な
どが設けられている。被写体像の撮像を行う撮像光学系としての撮影レンズ群や撮像素子
を一体的に含む鏡筒１０１は、カメラ１００の制御ボックス１０４に対して移動可能に取
り付けられている。具体的には、鏡筒１０１は、制御ボックス１０４に対して回転駆動で
きる機構であるチルト回転ユニット１０２とパン回転ユニット１０３とを介して制御ボッ
クス１０４に取り付けられている。
【００１２】
　チルト回転ユニット１０２は、鏡筒１０１を図２に示すピッチ方向に回転駆動すること
ができるモータ駆動機構を備え、パン回転ユニット１０３は、鏡筒１０１を図２に示すヨ
ー方向に回転駆動することができるモータ駆動機構を備える。すなわちカメラ１００は、
鏡筒１０１を２軸方向に回転駆動する機構を有する。図２に示す各軸は、制御ボックス１
０４の位置に対してそれぞれ定義されている。
【００１３】
　図３は本実施形態のカメラ１００の全体構成を示すブロック図である。鏡筒１０１は、
レンズユニット３０１および撮像部３０２で構成され、チルト回転ユニット１０２、パン
回転ユニット１０３によって、チルト方向、パン方向に回転駆動制御される。レンズユニ
ット３０１は変倍を行うズームレンズやピント調整を行う焦点レンズなどで構成され、レ
ンズ駆動部３０５によって駆動制御される。
【００１４】
　撮像部３０２は、撮像素子が各レンズ群を通して入射する光を受け、その光量に応じた
電荷の情報を撮像データとして画像処理部３０３に出力する。
【００１５】
　チルト回転ユニット１０２は、前述した図２のピッチ方向に回転できるモータ駆動機構
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を、パン回転ユニット１０３はヨー方向に回転できるモータ駆動機構をそれぞれ備えてい
て、鏡筒回転駆動部３０６から入力される駆動指示によって鏡筒１０１を回転駆動する。
【００１６】
　制御ボックス１０４は、画像処理部３０３、レンズ駆動部３０５、鏡筒回転駆動部３０
６、駆動制御部３０７、構図調整部３０８、顔検出部３０９、過去履歴格納部３１０、制
御部３１１から構成される。各部の詳細について以下に説明する。
【００１７】
　画像処理部３０３は、撮像部３０２より出力された撮像データに対して、歪曲補正やホ
ワイトバランス調整、色補間処理等の画像処理を適用し、適用後の画像データ（静止画）
を画像記録部３０４および顔検出部３０９に出力する。なお、この画像データが動画デー
タとなった場合でも、説明は同じになるため、以降画像データを中心に説明するが画像デ
ータに限るわけではなく以降の説明は動画データでも適用可能である。
【００１８】
　画像記録部３０４は、画像処理部３０３から出力された画像データをＪＰＥＧ形式等の
記録用フォーマットに変換し、不図示の不揮発性メモリなどの記録媒体に記録する。記録
するタイミングについては後述する構図調整部３０８の指示に従う。
【００１９】
　レンズ駆動部３０５は、レンズユニット３０１に含まれるズームレンズや焦点レンズを
駆動するためのモータとドライバ部を有している。駆動制御部３０７から入力される目標
位置と駆動速度に基づいて各レンズを駆動させる。
【００２０】
　鏡筒回転駆動部３０６は駆動制御部３０７から入力される目標位置と駆動速度に基づい
てチルト回転ユニット１０２および、パン回転ユニット１０３に駆動指示を出力し、鏡筒
１０１をチルト方向とパン方向に駆動させる。
【００２１】
　駆動制御部３０７は、構図調整部３０８から入力されるズーム倍率情報およびパンチル
ト回転角度情報に基づいて、レンズ駆動および鏡筒回転駆動を行うための目標位置と駆動
速度を決定する。決定したパラメータ（パン制御量、チルト制御量）をそれぞれレンズ駆
動部３０５、鏡筒回転駆動部３０６に出力する。
【００２２】
　顔検出部３０９は、画像処理部３０３から画像処理済み画像データが入力される。顔検
出部３０９では、この入力データにて顔領域を検出する。そして、画像データ内の顔の中
心座標位置を示す顔位置情報と、画像データ内の顔領域の大きさを示す顔サイズ情報、そ
して個々の被写体の顔を識別するための顔識別用特徴情報（目、鼻、口等の特徴点の位置
関係など）ならびに顔向き情報を出力する。また顔検出部３０９は、個々の被写体に対し
て、それぞれの異なる顔識別用特徴情報を利用して、それぞれ異なる顔ｉｄ情報を割り振
り、出力する。顔ｉｄ情報、顔位置情報は、構図調整部３０８へ送信される。また、顔ｉ
ｄ情報、顔サイズ情報、顔識別用特徴情報ならびに顔向き情報は、過去履歴格納部３１０
へ送信される。
【００２３】
　構図調整部３０８は、顔検出部３０９から入力される画像データの顔位置情報、顔ｉｄ
情報、顔サイズ情報を受信する。また、後で述べるように過去履歴格納部３１０から、過
去に記録された画像データの画像データの顔ｉｄ情報、顔サイズ情報を受信する。構図調
整部３０８は、受信した上記情報を使用して、画像データにおいて人物構成や、構図の偏
りがあるかを判断する。その結果、偏りがあると判断した場合は、構図を調整するための
ズーム倍率情報とパンチルト回転角度情報を駆動制御部３０７に出力し制御する。
【００２４】
　以降、撮影対象となる全員の顔が画角内に入る構図となるよう駆動部を制御して構図調
整する動作を、第一の撮影前構図調整と呼ぶ。また、過去に取得した個々の被写体の顔ｉ
ｄ情報と顔サイズ情報から、撮像された個々の被写体の顔サイズ情報や個々の被写体の撮
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影枚数に偏りがないかを調べ、これらの偏りを改善するための構図調整動作を、第二の撮
影前構図調整と呼ぶ。第一の撮影前構図調整と第二の撮影前構図調整と共通の説明では単
に撮影前構図調整と呼ぶ。第一の撮影前構図調整時には、撮影対象となる全員の顔が画角
内に入るような構図となるよう、駆動制御部３０７にズーム倍率情報（ズーム制御量の情
報を含む）とパンチルト回転角度情報（パン制御量とチルト制御量の情報を含む）が出力
される。このような構図調整を行った後で画像データを記録することで、動きのある被写
体に対しても自動で追従と構図調整を行って、被写体の取り逃しがない撮影動作を実現す
る。さらに第二の撮影前構図調整時には、過去に取得した個々の被写体の顔ｉｄ情報と顔
サイズ情報を記憶しておく。そして、個々の被写体の撮像された顔サイズ情報に偏りがな
いか、撮影枚数に偏りがないかを調べる。そして、顔サイズ情報や撮影枚数に偏りがある
と判断した場合には、これを改善するよう駆動制御部３０７にズーム倍率情報とパンチル
ト回転角度情報を出力し、構図調整を行う。
【００２５】
　顔サイズと撮影枚数の偏り判断のため、構図調整部３０８では、過去履歴部３１０から
受信した過去に取得した顔ｉｄ情報と、顔サイズ情報が使用される。過去履歴格納部３１
０は、顔検出部３０９から受信した画像データに含まれる被写体の顔認識用特徴情報、顔
ｉｄ情報、顔サイズ情報ならびに顔向き情報を図示されていない不揮発性メモリなどの記
録媒体に格納する。また過去履歴格納部３１０は、格納されている過去に撮影された被写
体の顔識別用特徴情報、顔ｉｄ情報を顔検出部３０９に送信する。顔検出部３０９ではこ
の情報を利用して現在の画像データに新たな被写体が撮像されているかを判断し、新たな
被写体が撮像されていた場合には、新たなｉｄを顔ｉｄ情報として割り振り、管理する。
格納されている過去に取得した顔ｉｄ情報と顔サイズ情報（構図情報の１つ）は、撮影情
報として構図調整部３０８に送信される。構図調整部３０８では受信した顔ｉｄ情報と顔
サイズ情報に偏りがないかを調べ、構図調整するかの判断に用いる。
【００２６】
　制御部３１１は、上記機能ブロックを制御する。詳細は後述する。
【００２７】
　次に、図４を使用して撮像装置１００による自動撮影全体フローを説明する。図４では
撮像装置１００が自動で、周囲の被写体を探索・検出して、適切なタイミングで画像デー
タを記録する流れとなる。
【００２８】
　図４では、まず始めにＳ４０１にて、撮像装置１００の回転可動範囲内にて、どの方向
に被写体が存在するか、その方向を検出するための、被写体の探索が行われる。被写体探
索では、撮像装置１００の可動範囲を複数のエリアに分割し、分割したエリアごとに顔検
出部３０９にて顔検出処理を行うことで被写体が存在するエリアを発見し、そのエリアか
ら撮像データを取得することを決める。エリアの分割方法は例えば、すべてのエリアが撮
影できるよう、また重なりが発生しないような可動範囲から決めればよい。
【００２９】
　分割した各エリアの管理は制御部３１１が行う。分割したエリアごとに、指定するパン
チルト回転角度情報と被写体の顔の検出数を保持する。複数のエリアにわたって被写体が
存在すると判断した場合は、例えば時間を区切って最も顔の検出数が多かった分割エリア
に撮影方向を向け、撮影が終了後に次のエリアに遷移し、順番に撮影処理を繰り返す。
【００３０】
　次にＳ４０２にて、Ｓ４０１で決めた方向の撮像データに対して、被写体の顔検出を行
う。被写体の顔検出は、顔検出部３０９にて行われる。
【００３１】
　次にＳ４０３にて、顔検出部３０９で検出された顔の情報を使用して、撮影前構図調整
が行われる。つまり、検出した被写体に対して好ましい構図となるよう、撮像装置１００
のパンチルト回転角度の制御とズーム制御が行われる。撮影前構図調整の詳細は後で図５
と図６を用いて説明する。
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【００３２】
　最後に、Ｓ４０３で構図調整が終わったら、Ｓ４０４にて制御部３１１が構図調整され
た画像データを適切なタイミングで記録格納部３１０に記録するよう指示を行う（撮影）
。適切なタイミングの例として、例えば、被写体が笑顔になったタイミングなどが考えら
れる。このようなタイミングで画像データを記録することでよりユーザの満足度が高い自
動撮影が可能となる。この場合、笑顔の検出を制御部３１１で、顔検出部３０９から顔デ
ータを受信し、表情を判断する。
【００３３】
　次に、撮影前構図調整フローについて図５、図６を用いて説明する。
【００３４】
　始めに図５のＳ５０１からＳ５０８にて、第一の撮影前構図調整フローについて説明す
る。その後、図６を用いて第二の撮影前構図調整フローについて説明する。
【００３５】
　第一の撮影前構図調整では、被写体の動きにあわせて撮像装置１００が自動で追従し、
構図を調整するため、被写体の取り逃しがない撮影を実現する。
【００３６】
　第一の撮影前構図調整では予め決められた構図パターンを持ち、決められた構図となる
ようにズーム倍率情報とパンチルト回転角度情報を設定して、撮影をする。
【００３７】
　図７は、本発明の第１の実施形態に係る構図パターンごとの目標顔サイズとの関係を説
明する図である。
【００３８】
　本実施形態においては、３パターンの構図パターンを持ち、構図パターンに応じて、被
写体を画角に収める際の顔サイズの大きさが変わるものとする。
【００３９】
　構図パターンは１回の撮影を終えると順次切り替わるものとし、構図パターン「中」で
撮影がされたら構図パターンは「大」となり、構図パターン「大」で撮影がされたら構図
パターンは「小」に戻る。
【００４０】
　現在の構図パターンにおける目標顔サイズに応じて現在撮像して得られる顔サイズをみ
ながら、ズーム倍率情報とパンチルト回転角度情報がなされる。
【００４１】
　目標顔サイズとは、画面に対する被写体の顔サイズ割合（顔サイズ／水平解像度×１０
０）の目標ピクセル値を示している。
【００４２】
　例えば水平解像度が９６０ピクセルの場合、構図パターンが「小」の場合は、目標顔サ
イズは５％～１０％（中央値は７．５％）、すなわち４８ピクセル～９６ピクセル（中央
値は７２ピクセル）となる。
【００４３】
　本実施形態においては、先頭の対象被写体の顔サイズが、目標顔サイズの範囲内となる
ようにズーム位置を算出し、画面中央に目標被写体がくるよう回転角度を調整する。
【００４４】
　第一の撮影前構図調整では、まず図５のＳ５０１にて、被写体探索の結果を使用して被
写体が存在するエリアを撮影するようパンチルト回転角度情報が設定される。つまり、制
御部３１１がエリアのパンチルト回転角度情報を駆動制御部３０７に設定し、ターゲット
となる被写体が画角内に入るよう設定される。
【００４５】
　次にＳ５０２にて、構図調整部３０８が顔位置情報を受信し、撮影対象として被写体探
索時に検出した全員を撮影するために、撮影探索で検出したエリアに対応する人数分の顔
位置情報があるかを調べる。
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【００４６】
　次にＳ５０２にて、構図調整部３０８が構図調整用パラメータをロードする。つまり、
構図パターン「中」を選択する。次に構図調整部３０８は、Ｓ５０３にて、選択されたパ
ターンに対応する目標顔サイズを計算する。
【００４７】
　次にＳ５０４にて、撮像データの受信が撮像部３０２を経由して画像処理部３０３に伝
送される。さらに画像データとなって顔検出部３０９に伝送され、顔検出部３０９にて入
力された画像データに対して顔検出処理が行われ、その結果である顔情報が構図調整部３
０８に送られる。
【００４８】
　次にＳ５０５にて、構図調整部３０８は、受信した顔情報から顔サイズが目標顔サイズ
の範囲内に収まっているかを判断する。
【００４９】
　収まっていると判断された場合は、Ｓ５０７にて制御部３１１が画像記録部３０４に記
憶指示を送り、画像データが格納される。
【００５０】
　収まっていないと判断された場合は、Ｓ５０６にてズーム倍率情報とパンチルト回転角
度情報の変更を行うよう駆動制御部３０７に指示を行い、顔サイズが目標顔サイズの範囲
内に収まり、先頭被写体の顔位置が画像中心に来るよう制御される。ズーム設定としては
、目標顔サイズより顔サイズが大きければ、顔サイズが小さくなるようズームを設定し、
逆に目標顔サイズより顔サイズが小さければ、顔サイズが大きくなるようズームを設定し
、これらを繰り返していく。このとき、ズームの設定限界に達した場合はズーム設定をや
め、ズーム設定限界値で被写体の撮影を行う。
【００５１】
　最後に、Ｓ５０８にてすべての構図パターンによる撮影が行われたかを判断し、まだ撮
影されていない構図パターンがある場合は、Ｓ５０２に移行し、すべての構図パターンで
の撮影が終わるまで、フローを繰り返す。
【００５２】
　図８では、構図調整前の撮像データから「中」と「大」、そして「小」の構図調整が行
われる例を示す。撮影対象となる被写体Ａ、Ｂ、Ｃがおり、これら被写体を構図調整しな
がら撮影するケースを説明する。図８の（ａ）では先頭にＢがいるため、顔サイズを使用
して構図調整が行われる。図８の（ａ）ではＢの顔サイズが「中」構図における目標顔サ
イズより小さいと判断され、これを拡大するようズーム倍率情報とパンチルト回転角度情
報がなされた例を示す。図８の（ａ）においてＢの顔サイズが目標範囲になった後に撮影
が実行される。
【００５３】
　同様に図８の（ｂ）ではＢの顔サイズが「大」構図における目標顔サイズより小さいと
判断され、これを拡大するようズーム倍率情報とパンチルト回転角度情報の設定がなされ
た例を示す。図８の（ｂ）においてＢの顔サイズが目標範囲になった後に撮影が実行され
る。
【００５４】
　最後に図８の（ｃ）ではＢの顔サイズが「大」構図における目標顔サイズより小さいと
判断され、これを拡大するようズーム倍率情報とパンチルト回転角度情報の設定がなされ
た例を示す。図８の（ｃ）においてＢの顔サイズが目標範囲になった後に撮影が実行され
る。
【００５５】
　このように第一の撮影前構図調整が行われることで、いろいろな構図での画像データを
取得することが可能となる。
【００５６】
　なおＳ５０７にて、画像記録部に記録を指示するのは１回だけでもよいし、複数回記録
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してもよい。複数回記録するような重要構図（重要シーン）かどうかの判断は、制御部３
１１が判断する。例えば顔検出部３０９から取得された顔情報の表情が笑顔であるかや、
被写体の動きを検出して複数回撮影することなどが考えられる。このような制御を行うこ
とで、よりユーザの満足度が高い画像データを取得することができる。また重要構図かど
うかの判断として過去にユーザが手動撮影により記録した画像データの構図パターンが出
現する頻度や被写体の表情などを学習し、判断に用いても良い。さらに、ユーザの好みの
被写体、ユーザの好みの撮影シーン、ユーザの好みの時間など過去に記録した画像データ
から学習し、判断してもよい。さらに、タッチパネル等による不図示のユーザ設定手段か
ら、重要構図をユーザが予め選択できる方法を用意しユーザに選択させてもよい。
【００５７】
　複数のエリアにわたって被写体が存在していた場合は、Ｓ５０１にて分割エリアを変え
て構図調整を繰り返し、撮影を行う。
【００５８】
　一方、上記のような第一の撮影前構図調整だけの場合、先頭の対象被写体の顔サイズが
、目標顔サイズの範囲内となるようにズーム位置を算出していた。このため、先頭の対象
被写体と比較して、小さい顔サイズとなる後方の位置に存在していた被写体がいた場合、
後方の被写体の顔サイズ「大」の画像データを取得できない場合があった。つまり図８の
（ｂ）はこのようなケースの例を示している。図８の（ｂ）では「大」の構図調整が行わ
れる。この場合、「大」の構図調整時に先頭の被写体Ｂの顔サイズが、目標顔サイズの範
囲内となるようにズーム位置を算出していた。このため、先頭の対象被写体と比較して、
小さい顔サイズとなる後方の位置に存在していた被写体Ｃの顔サイズ「大」が取得できな
い課題が発生してしまう場合があった。
【００５９】
　本実施形態では、このような課題に対応するため、第一の撮影前構図調整後に撮影され
た画像データと、個々の被写体の撮影枚数と撮影された顔サイズを含めて過去撮影履歴と
して記録する。そして、これらを使用して被写体の撮影枚数に偏りがないか、被写体の顔
サイズ情報に偏りが発生していないかを調べ、偏りが発生していた場合はこれを改善する
、第二の撮影前構図調整手法を提案する。この第二の撮影前構図調整手法を、図６のフロ
ー図を用いて詳細に説明する。
【００６０】
　図６においてＳ６０１からＳ６０６ならびにＳ６０８は、図５における第一の撮影前構
図調整フローのＳ５０１からＳ５０６ならびにＳ５０８と同じ処理のため説明を割愛する
。以降第一の撮影前構図調整が終了したとして説明をする。次に、第一の撮影前構図調整
ではＳ５０７において構図調整後に画像データの記録が行われていた。第二の撮影前構図
調整では、Ｓ６０７にて画像データの記録に加えて、過去履歴情報の記録も行う。つまり
、被写体を撮影した撮像データが撮像部３０２から出力され、さらに画像処理部３０３か
ら画像データが出力される。この画像データは制御部３１１の指示により画像記録部３０
４に記録される。また、これら画像データの元となった対応する撮像データを顔検出部３
０９に入力し、その顔検出結果である顔情報（顔ｉｄ情報、顔サイズ情報、顔認識用特徴
情報）も過去履歴格納部３１０に格納するよう制御部３１１が指示をする（Ｓ６０７）。
【００６１】
　このとき過去履歴格納部３１０に格納した顔情報の例を図９に示す。図９の（ａ）は、
最後に画像記録部３０４に格納された画像データ名ごとに、顔検出部３０９にて検出した
顔ｉｄ情報、顔サイズ情報、顔位置情報ならびに顔向き情報が記録される、顔ｉｄ情報－
関連撮像データテーブルの例である。顔検出部３０９は、個々の被写体を区別できるよう
一意のアルファベットを顔ｉｄ情報として付ける。
【００６２】
　図９の（ａ）ではＡからＣの３人の顔ｉｄ情報が登録されている例となる。顔ｉｄ情報
には顔サイズ情報も関連付けられる。図９の（ａ）では顔サイズ情報として、「大」「中
」「小」の３段階で評価された結果が格納されている。顔サイズ情報の評価は、第一の撮
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影前構図調整フローと同様に顔検出部３０９で行う。
【００６３】
　また図９の（ｂ）において、過去履歴格納部３１０には、顔ｉｄ情報と顔認識用特徴情
報を関連付ける、顔ｉｄ情報－顔認識用特徴情報テーブル情報も格納される。顔ｉｄ情報
と顔認識用特徴情報を関連付けて格納する理由は、顔ｉｄ情報は、撮影された被写体に一
意に付ける必要があり、顔認識用特徴情報を使用してすでに登録された人か、まだ登録さ
れていない新たな被写体かを判断するためである。顔認識用特徴情報は顔検出部３０９か
ら出力され、過去履歴格納部３１０に記録される。
【００６４】
　ここで、図９の（ａ）に示すように取得された過去履歴では被写体Ａ、Ｂの顔サイズ情
報は、「大」「中」「小」を含む顔サイズ情報が記録されている。一方被写体Ｃの顔サイ
ズ情報は「中」「小」の顔サイズ情報はあるが、「大」の顔サイズ情報が取得されていな
い状態となっている。
【００６５】
　第二の撮影前構図調整処理ではこのような被写体の構図の偏りを改善する。つまり、Ｓ
６０９－１にて構図調整部３０８が過去履歴格納部３１０より過去履歴を受信し、対象被
写体を決め、決められた対象被写体に対して、過去履歴をチェックし（Ｓ６０９－２）、
被写体の顔サイズ情報の偏りがあるかを確認する（Ｓ６１０）。図９の例では、まず被写
体Ａに偏りがあるか、確認が行われる。被写体Ａに関する過去履歴情報を参照し、顔サイ
ズ情報に偏りがないかを調べる。偏り判定には「大」の顔サイズ情報の数、「中」の顔サ
イズ情報の数、「小」の顔サイズ情報の数、それぞれをカウントし著しく少ないものがあ
った場合に偏りがあると判断する。同様にして被写体Ｂ、被写体Ｃに関しても、顔サイズ
情報に偏りがないかを調べる。図９の例では、被写体Ｃの顔サイズ情報に「大」がない偏
りがあることが検出される。
【００６６】
　Ｓ６１０にて構図調整部３０８はこれら偏りがあったと判断した場合、偏りを改善のた
めの構図調整処理が行われる。つまり被写体Ｃの顔サイズ情報の偏りを改善するため被写
体Ｃの「大」の顔サイズを得る構図調整を始める。
【００６７】
　現在確認している対象被写体には顔サイズの偏りがないと判断した場合、すべての被写
体に対して、偏り確認をするため、他の被写体の偏り判断を続けて行う（Ｓ６１０－１）
。
【００６８】
　被写体の顔サイズに偏りがあることが判断された場合、偏りをなくすための目標顔サイ
ズ算出が行われる。つまりＳ６１１にて、「大」の構図における目標顔サイズが算出され
る。そして、Ｓ６１２にて現在のＣの顔サイズを取得し、顔サイズが範囲内かどうかをチ
ェックし（Ｓ６１３）、顔サイズが範囲内に収まるようにズーム倍率情報とパンチルト回
転角度情報設定が変更される（Ｓ６１４）。
【００６９】
　被写体Ｃの顔サイズが範囲内であると判断された場合は、第一の撮影前構図調整と同様
にＳ６１５にて画像データが画像記録部３０４に記録される。
【００７０】
　図１０は第二の撮影前構図調整方法によって行われる構図調整の例を示す。図１０の（
ａ）、（ｂ）、（ｃ）では第一の撮影前構図調整と同じように、構図の調整が行われる状
態を示す。これらの構図調整がなされ、それぞれの調整後に画像データが画像記録部３０
４に記録される。第二の撮影前構図調整方法では、さらに記録された画像データに対する
過去履歴情報を参照して、被写体Ｃの顔サイズの「大」の構図がないと判断し、被写体Ｃ
の顔サイズが「大」となる構図の調整を行う。そして、図１０の（ｄ）の結果を得え、画
像記録部３０４に画像データの記録を行う。
【００７１】
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　以上、撮影された画像データと、撮影された顔サイズの過去撮影履歴を使用して撮影さ
れた被写体の顔サイズにも偏りがないかを確認する手法について説明した。このような手
法を採ることで偏りがあった場合にはズーム倍率情報とパンチルト回転角度情報を変更し
て撮影対象の顔サイズの調整を行い、顔サイズを含めた構図において万遍なく撮影するこ
とが可能となる。
【００７２】
　また第１の実施形態では、被写体の顔サイズの偏りが発生した例を説明したが、過去履
歴情報を使用して、被写体の枚数に偏りが発生したことを検出し、そのタイミングで構図
調整を行うようにしてもよい。つまり被写体の移動等により、撮影枚数が被写体により偏
りが発生したとしても、上記第二の撮影前構図調整にて過去履歴情報を確認し、撮影枚数
が少ない被写体を優先的に撮影するよう構図調整することで実現できる。図１１の（ａ）
では被写体の移動により、必ずしも被写体全員が一枚の撮像データとして取得できない場
合の例である。このような過去情報を取得し、撮影枚数の少ない被写体を検出し、撮影枚
数の少ない被写体を多く撮影するよう第１の実施形態で説明した手法による構図調整を行
うことによって撮影枚数の偏りを改善する。図１１の（ａ）は被写体が動くことによる撮
影枚数の偏りが発生した例であるが、撮影対象被写体を意図的に変化させる構図調整が行
われた場合、同様の傾向の過去履歴が得られると考えられる。そのような構図調整が行わ
れた場合でも、本手法による構図調整を行うことによって、撮影枚数の偏りを改善するこ
と可能である。
【００７３】
　また、同様に顔の向き情報の偏りや顔位置が画像中心から大きくずれた偏りを検出する
例などにも対応することができる。さらには表情に乏しい画像ばかりになっていないか、
表情情報を過去履歴として格納し偏りを改善する例にも適用できる。
【００７４】
　さらに、第１の実施形態では被写体を人物と決め、人物撮影の偏りを改善する手法につ
いて述べたが、例えば顔検出部を、ペットなどの動物などを検出する汎用検出手段に置き
換えてもよい。この場合、第１の実施形態で述べた顔サイズの偏りを改善する手法と同様
に、汎用検出手段にて向きやサイズ情報を取得して、過去履歴格納部に格納し、第１の実
施形態で説明した同様の手法により偏りを検出、構図調整するようにしてもよい。詳細な
手順は説明が同じため割愛する。図１１の（ｂ）にこの場合の過去履歴情報の例を示す。
図１１の（ｂ）では関連撮像データごとに関係する被写体情報と物体情報が格納される。
【００７５】
　また第１の実施形態では、過去履歴情報として、個々の被写体に対して顔サイズ情報の
「大」「中」「小」の画像が撮影されていることを偏りの評価として例を説明した。しか
しながら、例えばこれを動画カメラワーク種別「パンカメラワーク動画」「チルトカメラ
ワーク動画」「ズームカメラワーク動画」に置き換え、個々の被写体に対して、これらカ
メラワーク種別で偏りなく撮影されているか、判断してもよい。
【００７６】
　［第２の実施形態］
　第１の実施形態では、過去に取得した撮影履歴をすべて使用して個々の被写体の撮影枚
数だけではなく、顔サイズを含めた構図において偏りなく撮影される手法について説明し
た。
【００７７】
　一方で、例えば撮影場所がパーティなどの会場から公園などに変化した場合は、被写体
自体が変化している可能性が高い。このような場合に過去に取得した撮影履歴をすべて使
用してしまうと、当然過去履歴に格納されている個々の被写体の撮影枚数や撮影された被
写体の顔サイズ情報に偏りが発生しているかを正しく判断できない。同様に日付を超えて
撮影をする場合にも同様の課題が考えられる。この課題に対応するためには撮影場所や日
付が変化したことを検出し、撮影場所が変化後に取得した過去撮影履歴情報に範囲を絞っ
て撮影された被写体の顔サイズにも偏りがないかを確認する必要がある。
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【００７８】
　第２の実施形態では、過去の撮影場所や撮影時間から、過去撮影履歴の参照範囲を限定
して、撮影された被写体の顔サイズに偏りがないかを確認する手法について具体的に説明
する。
【００７９】
　図１２は、本発明の第２の実施形態に係る撮像装置１００の構成を示す図である。図１
２において、鏡筒１０１、チルト回転ユニット１０２、パン回転ユニット１０３は、第１
の実施形態と同じ機能のため、同じ符号をつけて説明を割愛する。図１２の制御ボックス
１０４において過去履歴格納部８１０、制御部８１１、そして後で説明するＧＰＳ情報部
８１２は第１の実施形態と差分がある機能である。それ以外は第１の実施形態と機能が同
じであるため、同じ符号をつけて説明は省略する。
【００８０】
　過去履歴格納部８１０は、第１の実施形態と同様に過去履歴情報を格納する場合、後で
説明するＧＰＳ情報部８１２から、撮影位置情報を示す一意の場所ＩＤ情報を受信し記録
する。
【００８１】
　制御部８１１は、第２の実施形態の各ブロックを制御する。具体的な制御は後で説明す
る。
【００８２】
　ＧＰＳ情報部８１２は、Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＧＰ
Ｓ）信号を受信するＧＰＳ受信機である。ＧＰＳ受信機によりＧＰＳ衛星から位置情報で
ある緯度と経度の情報を受信する。受信した情報は撮影位置情報を示す一意の場所ＩＤ情
報に変換され、過去履歴格納部８１０に格納される。ＧＰＳ情報部８１２はＧＰＳ衛星か
ら受信した位置情報である緯度と経度の情報を監視しており、これらに変化があった場合
には場所ＩＤ情報を変えて過去履歴格納部８１０に格納する。この場所ＩＤ情報を調べる
ことにより、撮像装置１００が移動したかどうかを調べることができる。
【００８３】
　次に、図１３を使って撮影場所情報を利用して参照範囲が限定された撮影履歴情報から
、撮影された被写体の顔サイズにも偏りがないかを確認し、万遍なく撮影するための撮影
前構図調整フローを説明する。
【００８４】
　図１３は、第２の実施形態の動作を説明するフローである。図１３では、第１の実施形
態の図６で説明した撮影前構図調整フローをベースに後で述べる過去撮影履歴の参照範囲
を限定する追加の処理を加えている。図１３と図６の撮影前構図調整フローの差分は、Ｓ
９０１、Ｓ９０１－１、Ｓ９０１－２、Ｓ９０１－３、Ｓ９０２であり、それ以外は第１
の実施形態と機能が同じであるため、同じ符号をつけて説明は省略する。
【００８５】
　第１の実施形態と同様に、図１３のＳ６０１からＳ６０６において第一の撮影前構図調
整フローが実行され、自動で被写体を追従し一通りの被写体撮影が実行され、画像データ
が画像記録部３０４に格納される。
【００８６】
　第１の実施形態と同様に、第２の実施形態においても、次にＳ９０１にて第一の撮影前
構図調整後の画像データが複数回取得される。
【００８７】
　顔検出部３０９はこれらの画像データを使用して、検出した顔情報を過去履歴格納部８
１０へ格納する。
【００８８】
　第２の実施形態では次のステップとしてさらにこれらの情報に加えて、ＧＰＳ情報部８
１２から取得した撮影位置情報である場所ＩＤ情報も合わせて過去履歴格納部８１０へ記
録する。
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　ＧＰＳ情報部８１２は撮像装置１００に移動があったかどうかを監視しいる（Ｓ９０１
－１）。そして、移動がなかった場合には移動前と同じ場所ＩＤ情報を履歴格納部８１０
に格納し（Ｓ９０１－２）、移動があった場合には移動前とは異なる場所ＩＤ情報を履歴
格納部８１０に格納する（Ｓ９０１－３）。
【００９０】
　第２の実施形態では、この過去履歴情報を利用して第二の撮影前構図調範囲の決定を行
う。つまり、Ｓ９０２において、制御部８１１が過去履歴情報を参照して、撮影位置情報
が変化していることを検出し、それ以前に取得した過去履歴情報使用しないようにして、
過去履歴情報を使用する範囲を決める。
【００９１】
　このような制御をすることによって、撮影場所が変化したことを検出して、被写体やズ
ーム画像の構図に偏りの検出を行わないようにすることができる。撮影場所が変化したこ
とを検出し、構図調整が不要と判断した後は第１の実施形態と同様に例えば、周辺にいる
被写体の探索からやり直すなどして、新たな自動撮影を始めればよい。
【００９２】
　図１４は、第２の実施形態における過去履歴格納部８１０に格納された情報の例を示す
。図１４において、最後に取得された関連撮像データ名ＩＭＧ＿１０００において、場所
ＩＤ情報が１から２に変化していることがわかる。よって撮像装置１００は、過去履歴格
納部８１０の場所ＩＤ情報より、ＩＭＧ＿１０００は新たな場所で撮影が開始されたこと
を認識し、第１の実施形態とは異なりまだこの時点では偏りはまだ発生していないと判断
する。つまり第二の撮影前構図調整は行わず、第一の撮影前構図調整による撮影を続けて
いく。
【００９３】
　以上の説明により、撮影場所が変更したとしても、過去撮影履歴の参照範囲を限定する
ことで過去履歴に格納されている撮影された被写体の顔サイズ情報に偏りが発生している
かを正しく判断できるようになる。第２の実施形態では過去履歴の参照範囲について場所
ＩＤ情報を使用して制限したが、同様にＧＰＳ部から得られる時刻情報を利用し、日付が
変化しているかどうかで過去履歴の参照範囲を制限してもよい。また、ＧＰＳ情報の代わ
りに撮像装置が移動したかどうかがわかるジャイロセンサー等の姿勢情報取得センサーに
より姿勢が変化したことを検出して、過去履歴の参照範囲を制限してもよい。また、第２
の実施形態では過去履歴の参照範囲について場所ＩＤ情報を使用して制限した。しかしな
がら、場所ＩＤ情報をセレモニーなどのシーンや盛り上がりごとにシーンＩＤ情報を割り
振って、シーン変化があったかどうかを判断して同様に過去履歴の参照範囲を制限しても
よい。この場合、シーンＧＰＳ情報部に変わって、撮像データからシーンを認識する認識
部に置き換えればよいため、詳細説明を割愛する。
【００９４】
　（その他の実施形態）
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【符号の説明】
【００９５】
　１００　撮像装置
　１０１　鏡筒
　１０２　チルト回転ユニット
　１０３　パン回転ユニット
　１０４　制御ボックス
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